
 

千葉市子育て世帯住替え支援事業補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、高齢化が進む住宅団地の活性化を図るため、子育て世帯の団地への住

替えに係る住居費、引越費用及びリフォーム費用の一部を、予算の範囲内で補助するも

のとし、その補助について、千葉市補助金等交付規則（昭和６０年千葉市規則第８号、

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）子育て世帯 小学生以下の子ども（出産予定の子どもを含む。）がいる世帯をいう。 

（２）住居費 下記のいずれかに該当する費用をいう。 

  ア 中古住宅を取得する際に要した費用のうち、建物の購入費。 

  イ 住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料。 

（３）引越費用 団地への住替えに伴い住居に引越しする際に要した費用のうち、引越業者

又は運送業者へ支払った費用をいう。ただし、引越業者や運送業者発行の領収書の名義

は世帯員のいずれかとし、引越費用であることが確認できない費目（不用品の処分費用

等）は除く。 

（４）リフォーム費用 団地への住替えに伴い住居をリフォームする際に要した費用のう

ち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事

費用をいう。ただし、リフォーム工事の契約名義人は世帯員のいずれかとし、リフォー

ム費用であることが確認できない品目（倉庫・車庫に係る工事費用、門、フェンス、植

栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用）は除く。 

（５）高経年住宅団地 千葉市立地適正化計画による居住促進区域（居住誘導区域）内で開

発から４０年以上経過した５ｈａ以上の団地又はそれに準じた住宅団地・地区のうち、

別紙に示すものをいう。 

（６）中古住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成十一年法律第八十一号）第２

条第２項で定義される「新築住宅」に該当しないもの。 

 

 （補助対象世帯） 

第３条 補助金の交付を受けることができる子育て世帯は、次の各号のいずれにも該当す

る世帯とする。 

（１）申請年度に小学生以下の子どもがいる世帯の場合については、児童手当（特例給付を

除く。）を受給していること。又は、申請日の前年（申請日が１月以降の場合は前々

年）の所得額が最も大きい世帯員の所得額が、児童手当法（昭和四十六年法律第七十



 

三号）第５条に定める金額を超えないこと。 

（２）申請前年度の３月１日から申請年度の２月末日までの間に転居していること。 

（３）申請時に世帯全員の住民票の住所が入居対象となる住居の住所となっており、かつ申

請日より２年以上継続して居住する意思があること。 

（４）高経年住宅団地以外から高経年住宅団地へ転居していること。 

（５）過去にこの制度、千葉市三世代同居・近居支援事業及び千葉市結婚新生活支援事業に

基づく補助を受けたことがないこと。 

（６）世帯全員に市税（延滞金を含む。）の滞納がないこと。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員を含まないこと。 

（８）本事業実施に係るアンケート等へ協力すること。 

（９）住居の契約名義人が世帯員のいずれかであること。 

 （補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、住居費、引越費用及びリフォーム費用を合わせた額を対象とし、１

世帯当たり３０万円を上限とする。 

２ 前項に規定する補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、切り捨てるものと

する。 

３ 補助にあたっては、申請前年度の３月１日から申請年度の２月末日までの間に行われ

た支出を対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する費用は補助対象外とする。 

（１）賃貸費用について勤務する事業所から住居に係る手当が支給されている場合は、当該

手当分 

（２）他の公的制度による家賃補助等の交付を受けた経費 

 

 （補助金の交付申請等） 

第５条 規則第３条の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、千葉市子育て世帯

住替え支援事業補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

（１）世帯全員の住民票の写し（世帯主との続柄が記載されているものに限る。） 

（２）世帯全員の市税（延滞金を含む。）の滞納がないことを証明する書類 

（３）入居対象となる住居の売買契約書の写し（住居を購入した場合） 

（４）入居対象となる住居の賃貸借契約書の写し（住居を賃借している場合） 

（５）住宅手当支給証明書（様式第２号）（住居を賃借している場合） 

（６）住居の取得費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料を支払ったことを証する書類 

（７）引越しに係る領収書の写し（引越費用に係る補助金の交付を申請する場合） 

（８）リフォームに係る領収書の写し（リフォーム費用に係る補助金の交付を申請する場合） 



 

（９）リフォーム工事の契約内容が確認できる工事請負契約書又は請書の写し（リフォーム

費用に係る補助金の交付を申請する場合） 

（１０）誓約書（様式第３号） 

（１１）児童手当を受給していることを証明する書類 

（１２）母子健康手帳の写し（出産予定の子どもがいる世帯の場合） 

（１３）世帯の所得額がわかる書類（児童手当の支給を受けておらず、出産予定の子どもが

いる世帯の場合） 

（１４）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項第１号、第２号、第１１号及び第１３号に掲げる書類は、個人情報確認同意書（様

式第４号）の提出により省略することができる。 

 （交付決定通知等） 

第６条 市長は、前条第一項の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、適

当であると認めたときは、千葉市子育て世帯住替え支援補助金交付決定兼額確定通知書

（様式第５号）により、速やかに通知するものとする。 

２ 市長は、規則第４条第３項の規定により、補助金を交付することが適当でないと認めた

ときは、千葉市子育て世帯住替え支援事業補助金不交付決定通知書（様式第６号）により

通知するものとする。 

 （交付の請求） 

第７条 補助対象者は、前条第一項の規定による通知を受け、補助金の交付を請求するとき

は、千葉市子育て世帯住替え支援事業補助金交付請求書（様式第７号）を、市長に提出し

なければならない。 

 （決定の取消通知） 

第８条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内

容又はこれに附した条件その他法令等に基づく市長の処分に違反したとき。 

（３）この要綱に違反する行為があったとき。 

２ 規則第１７条第３項の規定による取消しは、千葉市子育て世帯住替え支援事業補助金

交付決定取消通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第９条 規則第１８条第１項の規定による返還の命令は、千葉市子育て世帯住替え支援事

業補助金返還命令書（様式第９号）により通知するものとする。 

（報告等） 

第１０条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、



 

補助対象者に対して、報告又は書類の提出（以下「報告等」という。）を求めることがで

きる。 

２ 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市局長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 令和５年度における本事業の実施については、第３条第２号及び第４条第３項中「申請

前年度の３月１日から」とあるのは「施行日から」と読み替えるものとする。 

  



 

別紙 高経年住宅団地一覧 

  
区 町丁目・大字

東千葉1丁目の一部

東千葉2丁目の一部

東千葉3丁目の一部

横戸台団地 花見川区 横戸台

こてはし台1丁目

こてはし台2丁目の一部

こてはし台3丁目

こてはし台4丁目の一部

こてはし台5丁目

こてはし台6丁目

花見川団地 花見川区 花見川

にれの木台団地 花見川区 朝日ヶ丘2丁目

西小中台団地 花見川区 西小中台

さつきが丘1丁目の一部

さつきが丘2丁目

柏台地区 稲毛区 柏台

千草台1丁目

千草台2丁目

あやめ台団地 稲毛区 あやめ台

都賀の台1丁目

都賀の台2丁目

都賀の台3丁目

都賀の台4丁目の一部

北大宮台団地 若葉区 北大宮台の一部

若松台1丁目の一部

若松台2丁目の一部

若松台3丁目の一部

大宮台1丁目

大宮台2丁目

大宮台3丁目

大宮台4丁目

大宮台5丁目

大宮台6丁目

大宮台7丁目の一部

千城台東1丁目

千城台東2丁目

千城台東3丁目

千城台東4丁目の一部

千城台西1丁目

千城台西2丁目

千城台西3丁目の一部

千城台南1丁目

千城台南2丁目

千城台南3丁目の一部

千城台南4丁目の一部

千城台北１丁目の一部

千城台北２丁目

千城台北３丁目

千城台北４丁目

若松台団地 若葉区

大宮台団地 若葉区

千城台団地 若葉区

都賀の台団地 若葉区

千草台団地 稲毛区

さつきが丘団地 花見川区

住宅団地・地区名称

こてはし台団地 花見川区

所在地（※）

東千葉地区 中央区



 

 

 

小倉台1丁目の一部

小倉台2丁目の一部

小倉台3丁目

小倉台4丁目

小倉台5丁目

小倉台6丁目の一部

小倉台7丁目

みつわ台1丁目の一部

みつわ台2丁目

みつわ台3丁目

みつわ台4丁目

みつわ台5丁目

大木戸台団地 緑区 大木戸町の一部

大椎台団地 緑区 大椎町の一部

越智はなみずき台団地 緑区 越智町の一部

高洲1丁目

高洲2丁目

高洲3丁目

高洲4丁目

高浜1丁目

高浜2丁目

高浜3丁目

高浜4丁目

高浜5丁目

高浜6丁目

真砂1丁目

真砂2丁目

真砂3丁目

真砂4丁目

真砂5丁目

磯辺1丁目

磯辺2丁目

磯辺3丁目

磯辺4丁目

磯辺5丁目

磯辺6丁目

磯辺7丁目

磯辺8丁目

幸町団地 美浜区 幸町2丁目

幸町1丁目5

幸町1丁目7

幸町1丁目8

稲毛海岸１丁目

稲毛海岸２丁目

稲毛海岸３丁目

稲毛海岸４丁目

美浜区稲毛海岸地区

美浜区海浜ニュータウン(4_磯辺)

美浜区幸町東地区

美浜区海浜ニュータウン(1_高洲)

美浜区海浜ニュータウン(2_高浜)

美浜区海浜ニュータウン(3_真砂)

みつわ台団地 若葉区

小倉台団地 若葉区

（※）「●●の一部」と記載されている場合は、該当所在地の内、

　　  　千葉市立地適正化計画による居住促進区域内で開発から４０年以上経過した５ha以上の団地

　　　  又はそれに準じた団地部分のみを対象とする。


